
船舶事故等調査報告書 

平成２２年１０月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０長第４９号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年３月１７日 ０１時００分ごろ 

発生場所 長崎県平戸瀬戸 平戸市広瀬灯台から真方位０４９°８０ｍ付近 

（概位 北緯３３°２２.９′ 東経１２９°３４.２′） 

事故等調査の経過  平成２２年５月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第三十六日
ひ

の出
で

丸、１９トン 

   ２９３－３６０８４熊本、有限会社岩﨑海事 

Ｂ バージ 第三十八日
ひ

の出
で

丸、５７ｍ 

   なし、有限会社岩﨑海事 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士 

Ｂ なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船首外板に裂傷 

 事故等の経過 Ａ船は、空船のＢ船を押航してＡ船押船列を構成し、約７ノットの速力

で手動操舵により平戸瀬戸を南西進中、風及び潮流に圧流され、平成２２

年３月１７日０１時００分ごろ、Ｂ船の左舷船首が広瀬北東端に乗り揚げ

た。 

船体各部を調査したところ異常は認められなかったので、航海を続行し

た。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約７m/s 

海象：潮流 約３ノットの南西流 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

Ａ船押船列は、平戸瀬戸を南西進中、風潮流の影

響を考慮した操船を適切に行わなかった可能性が

あると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船押船列が、平戸瀬戸を南西進中、風潮流の影響を

考慮した操船を適切に行わなかったため、風潮流に圧流され、Ｂ船が広瀬

に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




